
業 務 委 託 仕 様 書

１ 業務の名称

県内事業者緊急支援金コールセンター運営業務

２ 委託の目的

県独自の緊急事態宣言による行動要請に伴い、直接的な影響を受けた事業者に対し

支援金を支給することとなっているが、事業者から給付の対象や申請書の記入方法等

について、電話で相当数の相談が寄せられることが見込まれることから、給付事務を

円滑に行うため、問合せの対応窓口（以下「コールセンター」という ）を設置する。。

３ コールセンターの開設期間、運営時間、電話回線数及び場所

（１）開設期間

、 、令和３年７月１日から令和３年１０月８日までの期間 コールセンターを置き

業務を運営すること。なお、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日を除く、全ての平日において開設すること。

（２）運営時間

午前９時から午後５時までとする。

（３）電話回線数

次の表の左欄に掲げる期間の電話回線数は、同表の右欄に掲げる数とする。

期 間 回線数

令和３年７月１日（木）～令和３年７月３０日（金） ２０回線

令和３年８月２日（月）～令和３年８月３１日（火） １５回線

令和３年９月１日（水）～令和３年１０月８日（金） １０回線

※全ての電話回線を使用中の場合、その旨を伝える応答保留メッセージを流

すこと。

（４）設置場所

受託者が定める特定の場所とする。

４ 委託業務の内容

（１）コールセンターの開設及び運営

上記３（１）の期間中、コールセンターを開設し、次の業務を行うこと。

① 県が作成するマニュアル等の資料に沿って、支援金の対象、申請の方法、

提出窓口や提出方法等に対する相談・問い合わせ等に対して懇切丁寧に対応

すること。

② 相談にあたっては、傾聴の上、必要に応じ、マニュアル等に沿って、相談

者の質問に対する回答、県関係課・関係機関の連絡先の案内を行うこと。

③ 相談があった件数及びその内容について、所定の様式により報告書を作成

し、翌日（翌日が閉庁日の場合は翌開庁日 、電子メールにより県に報告す）

ること。なお、報告書の様式は、受託者の提案により、県と協議の上、決定

する。

（ 「 」 。）(２) コールセンターにおいて委託業務に従事する者 以下 業務従事者 という

に対し、相談、問い合わせ等に円滑に対応するために必要な知識、情報、技能

等の習得研修、個人情報の取扱に関する研修、実務研修等を行うこと。なお、

研修費用については委託費に含むものとする。



（ ） 、 （ 、３ 事業者等から申請要領や様式等の送付依頼があった場合は 送付先 郵便番号

住所、氏名、電話番号）を聞き取った上で、当該書類を郵送により依頼のあった

者に郵送すること。(角２封筒、50g以上100g以内、2,000部程度を想定。内容物

については県で作成・印刷し、受託者の指定場所に送付するが、封筒は受託者が

準備・印刷すること ）。

（４）その他コールセンターを運営する上で必要な業務

５ 業務に要する設備、通信費等、その他留意事項

（１）個人情報の保護が図られるよう専用ブース等必要な設備を確保するとともに、

業務従事者の新型コロナウイルス感染防止を徹底すること。

（ ） 、 、 、 、 。２ 電話機 パソコン 机等 業務上必要な設備 機材等は受託者が準備すること

（３）問い合わせを行う事業者等からコールセンターへの通信費用については、委託

費に含めないもの（利用者負担）とするが、コールセンター側で必要となる通信

、 、環境の設定 コールセンターから事業者等に発信する通話等の通信費については

受託者が負担する。

（４）上記４（３）に係る封筒印刷費、封入に要する人件費、郵送に必要な通信運搬

費については受託者の負担とする。

（５）その他

① 業務の遂行に当たっては、本仕様書のほか、関係法令を遵守すること。

② 受託者は、業務を運営するに当たり、適宜、県と十分な調整を行うこと。

なお、コールセンターを運営する中で、その開設期間、運営時間、電話回線

数等の変更が必要となった場合は、県と受託者で協議の上、契約内容の変更を

行うことができる。

③ 委託業務を円滑に遂行するため、県は受託者に対して業務の進捗状況につい

て報告を求めることができる。

④ この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めの

ない事項については、必要に応じて県と受託者が協議の上、定めるものとする。

⑤ 委託業務の実施に当たっては、県民や事業者等の第三者からいささかの批判

も受けることがないよう十分配慮すること。なお、委託業務の執行に当たり、

第三者との間に問題が生じた場合は、県と事前に協議の上、速やかに問題の解

決を図ること。

６ 委託期間等

（１）開設期間終了後の報告書

コールセンターの開設期間終了後、２０日以内に業務内容を記載した報告書を

県に提出すること。

（２）委託期間

契約書締結の日から令和３年１０月８日までとする。


